
○ 歳 入：地方消費税交付金（社会保障財源化分） 357,000 千円

○ 歳 出：社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円
（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

1 社会福祉 3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 1,440 1,080 52 308

2 児童福祉費 2 児童措置費 445,980 378,244 9,751 57,985

3 母子福祉費 208,670 74,700 1 19,286 114,683

4 保育所費 701,483 490,035 40,376 24,627 146,445

5 子ども医療対策費 87,771 40,000 7,600 5,783 34,388

6 ひとり親家庭等医療対策費 26,211 11,827 2,964 1,644 9,776

3 高齢者福祉費 1 高齢者福祉総務費 184 27 157

2 高齢者措置費 97,628 16,219 11,720 69,689

4 介護予防事業費 21,558 15,992 801 4,765

目名又は事業名 経　費

財　源　内　訳

款 項

令和３年度当初予算
地方消費税交付金の充当先について

特定財源 一般財源

　本来、地方消費税交付金は充当先が限定されない一般財源でありますが、引き上げ分の地方消費税収については、全て社会保障費に充てるものとされ
ました。
  地方税法の規定により、地方消費税収のうち２２分の１２に相当する額を社会保障費に充てることとされています。
　令和３年度における地方消費税交付金（社会保障財源化分）及び社会保障費への充当額については以下のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

5,965,270

区　分



（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

目名又は事業名 経　費

財　源　内　訳

款 項

特定財源 一般財源

区　分

1 社会福祉 3 民生費 4 障害者福祉費 1 障害者福祉総務費 204,907 150,102 7,890 46,915

2 障害者総合支援費 855,970 642,109 30,787 183,074

3 重度障害者医療対策費 104,571 39,028 16,000 7,132 42,411

5 生活保護費 2 扶助費 1,713,389 1,321,662 56,393 335,334

4,469,762 3,148,787 0 99,152 175,893 1,045,930

2 社会保険 3 民生費 1 社会福祉費 1 国民健康保険特別会計繰出金 233,584 131,283 14,727 87,574

5 後期高齢者医療費 541,008 95,709 64,105 381,194

3 高齢者福祉費 1 福岡県介護保険広域連合負担金 545,523 78,533 466,990

1,320,115 226,992 0 0 157,365 935,758

3 保健衛生 4 衛生費 1 保健衛生費 2 予防費 124,259 1,813 17,627 104,819

3 健康増進事業費 26,172 1,663 3,520 3,022 17,967

4 母子保健対策費 24,962 3,275 200 3,093 18,394

175,393 6,751 0 3,720 23,742 141,180

5,965,270 3,382,530 0 102,872 357,000 2,122,868

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

小　計

小　計

小　計

合　計


